
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海市歯と口腔の健康づくり推進条例の概要 

         人生１００年時代において、誰もがより長く元気に暮らしていくための基盤として、全身の健康の重要性が高まっており、特に、歯と口腔の健康は社会生活の 
         質の向上に寄与することや全身の健康との関連性があることの指摘を踏まえ、歯科疾患の予防等の歯と口腔の健康の保持が不可欠であり、生涯にわたる「歯と 

口腔の健康づくり」の取組が求められています 
制定の背景 

歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的・計画的に推進し、健康寿命の延伸その他市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与 

目的（第１条） 
東海市いきいき元気で健康長寿のまちづくり条例 歯科口腔保健の推進に関する法律 あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例 

基本理念（第３条） 

市民が生涯にわたる歯科疾患予防の取組と歯科疾患

の早期発見・治療の促進 

乳幼児期から高齢期までの各世代に応じた適切かつ

効果的な歯と口腔の健康づくりの推進 

保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等の各分野

での協働・共創による歯と口腔の健康づくりの推進 

●歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的に策定し、計画的に実施 

●歯科医療関係者、保健医療等関係者、市民、事業者との連携 

市の責務（第４条） 

市の基本的施策（第９条） 

関係機関や市民の役割（第５条～第８条） 

 

●良質・適切な歯科検診、歯科保健指導、歯科医療等、歯と口腔の健康づくり

の実施 

●市、保健医療等関係者等の歯と口腔の健康づくりの活動への協力 

歯科医療関係者（第５条） 

 

●健全な生活習慣指導、食育等の歯と口腔の健康づくりの推進 

●市、歯科医療関係者等の歯と口腔の健康づくりの活動への協力 

保健医療等関係者（第６条） 

 

●歯と口腔の健康づくりへの理解・知識の獲得、生涯にわたって主体的に自ら

の歯と口腔の健康づくりへの取組の実施 

●監護する子どもに対する歯と口腔の健康づくりの実施 

●市や歯科医療関係者等の歯と口腔の健康づくりの活動への協力 

市民（第７条） 

 

●従業員等の歯科検診や歯科保健指導等の確保等の歯と口腔の健康づくりの推 

進 

●市、歯科医療関係者等の歯と口腔の健康づくりの活動への協力 

事業者（第８条） 

●市民への歯と口腔の健康づくりに関する必要な知識の普及啓発 

●乳幼児期～高齢期のそれぞれの時期の特性を踏まえた歯と口腔の健康づくり 

●障がい者、医療的ケア児、要介護者への歯と口腔の健康づくり 

●災害時の迅速な歯科保健医療提供体制の確保 

●生活習慣病等の予防・改善に資する歯と口腔の健康づくり 

●８０２０運動、９０２０運動等の取組による市民の歯と口腔の健康づくりへ 
の意識向上 

●歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の資質向上 

●歯と口腔の健康づくりに関する情報収集・調査研究 

連携 
・ 

協力 


